
 

 

 川崎市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ８ 年 １ 月 ４ 日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第 １ 号  



川崎市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市印鑑条例施行規則（昭和５１年川崎市規則第８６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項中「は、照会書（第２号様式の１）」を「及び回答書は、照会

書（第２号様式）」に改める。 

第４条第２項を削り、同条第３項中「１月」を「３０日」に改め、同項を同

条第２項とする。 

第６条を削る。 

第７条中「第４号様式」を「第３号様式」に改め、同条を第６条とする。 

第８条中「第５号様式」を「第４号様式」に改め、同条を第７条とする。 

第９条中「第５号様式」を「第４号様式」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条中「第６号様式」を「第５号様式」に改め、同条を第９条とする。 

第１１条中「第５号様式」を「第４号様式」に改め、同条を第１０条とする

。 

第１２条中「印鑑登録抹消通知（第７号様式）」を「印鑑登録抹消通知書（

第６号様式）」に改め、同条を第１１条とする。 

第１３条中「第８号様式」を「第７号様式」に改め、同条を第１２条とする

。 

第１４条中「第９号様式」を「第８号様式（登録者が外国人の場合にあって

は、第９号様式）」に改め、同条を第１３条とし、第１５条を第１４条とし、

第１６条を削る。 

第１７条中「磁気ディスクに記録された」を「電磁的記録をもって作成され

た」に改め、同条第１号中「（条例第１２条第１項第３号の規定により登録を

抹消した可視原票にあっては、本市の区域外に転出したことにより登録を抹消

したものに限る。）」を削り、同条を第１５条とする。 



第２号様式の１から第３号様式までを削り、第１号様式の次に次の１様式を

加える。 

 

  



第２号様式 

 

 

 



 第４号様式を第３号様式とし、第５号様式を第４号様式とし、第６号様式を

第５号様式とし、同様式の次に次の１様式を加える。 

 

  



第６号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式を削り、第８号様式を第７号様式とし、同様式の次に次の１様式

を加える。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式 



 第９号様式を次のように改める。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式 



 第１１号様式を削る。 

   附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正前の規則の規定による照会の文書で、この規則の施行の際現に川崎市

印鑑条例（昭和５１年川崎市条例第８号）第５条第２項又は第９条第２項の

規定による照会中のものは、改正後の川崎市印鑑条例施行規則第４条第１項

の規定による照会の文書とみなす。 

 


